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研究成果の概要（和文）：福祉政策の違いに着目して明治期以降の期間を 7 つに区分し、その違

いの主要因を、政府、地域、家族の３つの視点から抽出した。政府に関する主要因として政治体

制及び戦争を含む国際関係の変化を、地域に関する主要因として地方制度、都市及び地方の共同

体、人口の自然増及び社会増地域、都市及び地方の状況の変化を、家族に関する主要因として家

族制度及び家族類型、教育水準、就業者構造、世帯規模の変化を、その他の要因として人口転換、

年齢別人口比率及び合計特殊出生率の変化を導き出した。 

研究成果の概要（英文）：Based on the difference of welfare policy, the period since the 
Meiji era is divided into 7 spans. Then, the major factors making the difference are picked 
out through three perspectives; government, region and household. Major factors associated 
with government are the transition of political regime and international relations 
involving wars. Major factors associated with region are the transition of local government 
system, urban and local community and circumstances, and the region with natural and social 
increase in population. Major factors associated with household are the transition of 
family system and type, education level, household size and structure of occupation. And 
other factors are demographic transition, shifting of population ratio by age and lowering 
of total fertility rate.  

 

研究分野： 社会科学 

 

科研費の分科・細目：社会学・社会福祉学 

 

キーワード： 福祉政策の違い、政府の変化、地域の変化、家族の変化、社会史 

 
１．研究開始当初の背景 
 福祉問題に対する政策は、福祉国家として
の政府の政策を中心に論じられるが、ポスト
福祉国家では、国家だけではなく国家以外の
主体をも検討する必要があると考えた。 
 また、従来の社会福祉・社会保険等の制度
史研究では、研究対象とする時期が、古代か
らであったり、明治期からであったり、ある
いは戦後期からであったりと異なるばかりで
なく、時代背景を充分に捉えているとはいえ
ないのではないか。 
 そこで、日本の社会福祉・社会保障制度の
展開を、国家の動きだけでなく、地域や家族
（出産・育児・衣食住・貧困等）をも含めて

全体的に捉える必要があると考え、その展開
をもたらした社会構造自体の変遷を明らかに
するためには、社会史的視点を持つことが重
要だと考えた。 
 
２．研究の目的 
 日本の過去と現代の社会構造（政府、地域、
家族）を社会史的な視点（変化の速度の違い、
相互的関係性等）で比較することにより、介
護、高齢者の孤立死、子育て不安、児童虐待、
地域の絆の希薄化などの現代の日本の福祉問
題の実体を明からにすることである。 
 
３．研究の方法 
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(1) 資料・データの収集 
 福祉国家研究、社会福祉・社会保障の個別
制度史研究・通史研究の成果を収集するとと
もに、人の暮らしに係わる長期統計を収集・
分析した。 
 
(2) 研究枠組み 
国家の福祉政策の違いを基にして、明治期

以降の時期を次の 7つに区分した。Ⅰ期（1868
－1905 年：国民国家形成と救貧の時代）、Ⅱ
期（1906－1918年：農村の変化と都市への人
口移動の時代）、Ⅲ期（1919－1945 年：政党
内閣制と戦時労働統制の時代）、Ⅳ期（1945
－1955 年：占領政策と国家責任の時代）、Ⅴ
期（1955－1976年：企業・家族・地域を前提
とした日本型福祉国家の時代）、Ⅵ期（1977
－現在：高齢者福祉の展開の時代）、Ⅶ期（1990
－現在：児童福祉の展開の時代）である。 
この時期区分の変化をもたらした主要な要

因を、政府、地域及び家族の３つの視点から
抽出した。 

 
４．研究成果 

(1) 政府に関する主要因 

 政府に関連する主要因は、｢政治体制の変
化｣：中央集権制・明治憲法・帝国議会・代議
制・政党内閣[Ⅰ期]、政党内閣制・男子普通
選挙制・戦時体制[Ⅲ期]、連合国による占領・
日本国憲法・議院内閣制・女子普通選挙制[Ⅳ
期]、保守・革新の 2政党制・経済計画・全国
総合開発計画[Ⅴ期]、多党化と連立政権[Ⅵ
期・Ⅶ期]、「戦争を含んだ国際関係の変化」：
条約改正・日清戦争・日露戦争[Ⅰ期]、第 1
次世界大戦[Ⅱ期]、日中戦争・太平洋戦争[Ⅲ
期]、連合国による占領[Ⅳ期]、東西冷戦[Ⅴ
期]、東西冷戦の終結・グローバリゼーション
[Ⅶ期]である。 
 Ⅰ期では、条約改正という国際的な課題が、
国民国家の形成・憲法制定・代議制による議
会の開設・西欧法（民法・刑法・商法・民事
訴訟法・刑事訴訟法）の継承と深く関連して
いる。また、日清・日露戦争は、「国民国家」
日本を意識化させるものでもあった。帝国憲
法において予算・法律の成立には議会の賛成
を得ることが求められたため、政策実現に当
たって政党の存在が重視されるようになり、
やがて政党内閣が出現する。 
第 1 次世界大戦末期に成立した本格的政党

内閣である原敬内閣の時代に、日本は国際連
盟・国際労働機関に加盟した。1924年に成立
した加藤高明内閣の時代に男子普通選挙制が
生まれ、また、1932 年に犬養内閣が崩壊する
までの 8 年間は、衆議院で議席の過半数を占
める政党の党首が首相となる（過半数政党の
ない場合等には，政策協定を基礎に 2 党以上
から閣僚が出て連立内閣を形成）政党内閣制
が慣行として行われ、立憲政友会と立憲憲政

党（後民政党）の 2 大政党による政権交代が
行われた。しかし、政党間競争においては党
利党略による非政策的政争に明け暮れ、政治
家と財閥系大企業との癒着、深刻な不況、農
村の窮乏などの政策課題を処理できなかった。
1932年の 5・15事件により政党内閣が崩壊し
た後、軍人出身の内閣が続き、やがて日中戦
争・太平洋戦争が勃発する。この時期、国家
総動員法の下政府の政策が国民生活の隅々に
まで深く関わるようになる。 

敗戦後、日本は連合国の占領下に置かれた。

占領政策の一環として、日本国憲法の制定（議

院内閣制・首相の非軍人化、国家による生存

権保障など）、女性の普通選挙制をはじめとす

る戦後改革が行われた。占領期前期の日本の

政権は、日本社会党、進歩党、日本協同党な

どの中間政党が担ったが、社会主義国と自由

主義国の東西冷戦が鮮明になる占領期後期に

は日本自由党が担った。占領期が終わりに近

づき、公職追放が解除されると、日本自由党

に対抗して日本民主党が結成された。占領が

終結して日本が独立すると、国際連合への加

盟が認められた。 

1955年の総選挙では、民主党が躍進し、自

由党は相対的に後退した。一方、社会党は講

和をめぐる左右の分裂にもかかわらず、議席

を獲得した。社会党両派の回復は、民主党、

自由党、社会党による議会の三分化状況を生

み出した。同年10月、社会党は左派やや優勢

の形で統一し、その統一綱領には「社会主義

革命の遂行」が明記された。その後を受けて

翌11月、民主党、自由党の保守二党が合同し

て自由民主党を結成した。その「綱領」には、

「わが党は…公共の福祉を規範とし、個人の

創意と企業の自由を基底とする経済の総合計

画を策定実施し、民生の安定と福祉国家の完

成を期する」と定めた。左右社会党の統一、

保守二党の合同により、ほぼ保守2対社会1の

開きを持つ保守・革新の2党制が成立し、その

後、自民党の単独政権が続いた。自民党政権

は逐次、政府による経済計画・全国総合開発

計画を策定し、高度経済成長時代を実現させ

る。しかし、公害問題などの新たな課題への

対応をめぐって新野党が結成された。 

1989年11月のベルリンの壁の崩壊、1991年

12月のソ連邦の解体により、東西冷戦が終結

した。1993年7月に実施された総選挙において、

自民党は単独過半数に達せず、自民党を離党

した議員により結成された新生党は、前年に

結成された日本新党の党首を首相として非自

民政党と連立政権を樹立することで合意し、

政権交代が実現した。この政権の下で、それ

までの衆議院の中選挙区制を小選挙区300・比

例代表（全国11ブロック）200・2票制、企業

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E9%96%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC40%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%94%9F%E5%85%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%B0%E5%85%9A
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団体献金は1団体50万円までとする政治改革

が実現した。その後、日本社会党・自由民主

党などの連立政権、自由民主党を中心とする

連立政権の時代が続いた。2007年7月の参議院

議員選挙で、野党が多数となり、与党が多数

の衆議院とでねじれ現象が起こった。2009年8

月の衆議院議員総選挙で、民主党が総議席の3

分の2に迫る議席を獲得して圧勝し、民主党中

心の連立政権を樹立し、政権交代を実現した。

2012年12月の総選挙では自由民主党が多数の

議席を獲得して連立政権を樹立し、政権交代

が行われた。 

 

(2) 地域に関する主要因 
 地域に関する主要因は、「地方制度の変
化」：府県・市町村の形成[Ⅰ期]、町村合併[Ⅰ
期・Ⅳ期・Ⅶ期]、府県知事・市町村長の公選
制[Ⅳ期]、「都市の共同体の変化」：町丁・衛
生組合[Ⅰ期]、町内会[Ⅱ期]、町内会の法制
化[Ⅲ期]、町内会の禁止とその機能の他機関
での代替[Ⅳ期]、自治会[Ⅴ期・Ⅵ期・Ⅶ期]、
「地方の共同体の変化」：村落・大字[1 期]、
部落会[Ⅲ期]、郊外での混在化・農業集落[Ⅴ
期・Ⅵ期・Ⅶ期]、「人口の自然増」：大都市（東
京・大阪・京都）→低、東北・九州→高[Ⅰ期]、
大都市での漸増[Ⅱ期]、大都市とその他地域
との差の解消[Ⅲ期]、地域差なし[Ⅳ期]、大
都市圏（東京・神奈川・埼玉・千葉；愛知・
三重；大阪・兵庫）→高[Ⅴ期]、大都市圏（埼
玉・千葉・神奈川；愛知）・沖縄→高[Ⅵ期]、
自然増の全国的停滞[Ⅶ期]、「人口の社会
増」：北海道・3 大都市[東京・大阪・京都]・
神奈川・福岡・長崎・沖縄→高[Ⅰ期]、北海
道・3 大都市・神奈川・愛知・兵庫・福岡・
長崎・宮崎→高[Ⅱ期]、大都市（東京・神奈
川・愛知・京都・大阪・兵庫・福岡）→高[Ⅲ
期]、大都市・沖縄→高[Ⅳ期]、大都市圏（東
京・神奈川・埼玉・千葉；愛知；大阪・奈良）
→高[Ⅴ期]、大都市圏（茨城・埼玉・千葉；
滋賀・奈良）→高[Ⅵ期]、東京→高[Ⅶ期]、
「地方の状況の変化」：地租の金納[Ⅰ期]、地
主－小作関係の増加[Ⅱ期]、農村恐慌[Ⅲ期]、
自作農創設・専業農家の減少[Ⅳ期]、兼業農
家のピーク・若年層の流出[Ⅴ期]、過疎地域
[Ⅵ期]、限界集落[Ⅶ期]、「都市の状況の変
化」：士族の失業・貧民窟[Ⅰ期]、労働問題（失
業）・都市問題（住宅・交通等）・新中間層の
登場[Ⅲ期]、戦災孤児・戦争未亡人[Ⅳ期]、
大都市圏の成立・専業主婦の増加[Ⅴ期]、サ
ービス業に従事する女性の増加[Ⅵ期]、単身
無職高齢世帯の増加[Ⅶ期]である。 
 中央集権体制をつくる上で、地方制度の創
設は不可欠なものであった。明治政府は戊申
戦争で敗れた徳川幕府・藩の領地を没収し、
その領地に府県を置き、1872年の廃藩置県で、
残った藩を全て県とした。さらに府県を整理

統合し、府県の知事を中央から任命し、府県
が専権を持つ事務と中央の許可を要する事務
を定めた。一方、従来の村落レベルには、戸
籍事務を行うための大区小区が村落の単位と
合致せずに設けられた。1878 年に府県の下に
郡、区（三府五港其他人口輻湊の地）町村を
置くこととされ、区町村には区長または戸長
が選任され、国の事務も行った。また、府県
に係わる府県会規則及び地方税規則が制定さ
れ、その後区町村会法も制定された。1888年、
憲法の発布・帝国議会の開設に先立って、ド
イツの制度を参考にして、市制町村制が施行
された。市と町村を基礎的自治体とし、市（人
口 2 万 5 千人以上）は直接府県に含まれ、町
村は郡に含まれ郡が府県に含まれるとされた。
市町村政に参加できるのは一定の要件を満た
す公民でなければならず、市町村には議会が
置かれ、公民が選挙権を持った。市町村長は
市町村の主張であるとともに、法律等によっ
て課される国の事務（機関委任事務）をも掌
ることとされた。この国の事務を担うために
町村を合併させて 300 戸～500 戸の規模にす
ることが遂行された。その結果、市町村数は
1888 年末の 7 万 1,314 から 1889 年末には 1
万 5,820 になった。しかし、従来の村落が保
有していた共同財産は財産区（大字であるこ
とが多い）の資産として保有することが認め
られたため、合併によって生まれた市町村へ
の融和が進まなかった。市は、1889年から翌
年にかけて 40市が誕生した。東京・大阪・京
都のほか旧城下町・開港場・交通の要衝地な
どである。第Ⅰ期における人口自然増は全国
的に高いが、大都市（東京・大阪・京都）で
極端に低く、東北・九州で高くなっている。
また、人口の社会増は北海道・3 大都市・神
奈川・福岡・長崎・沖縄が大きい。Ⅰ期にお
ける都市の状況は士族が失業するとともに、
従来の相互扶助組織は崩壊し、他地域からの
人口流入で貧民窟が出現した。他方、地方で
は従来の地租の集団的賦課方法（村請け制）
から土地保有者個人への金納制に変更され、
また土地の売買が認められたことから、農作
物の豊凶により小作人になるものもあった。 
 第Ⅱ期の人口自然増は大都市で漸増し、人
口の社会的増は北海道・3 大都市・神奈川・
愛知・兵庫・福岡・長崎・宮崎で多く、都市
では在来住民と流入してきた新住民との新し
い共同体として町内会が生まれた。地方では
地主－小作関係が増加し、養蚕などの換金作
物を扱うものが広がった。 
 第Ⅲ期の人口自然増は大都市とその他地域
との差が解消しつつあり、人口の社会的増は
大都市（東京・神奈川・愛知・京都・大阪・
兵庫・福岡）で高い。都市では労働問題（失
業）・都市問題（住宅・交通等）・新中間層の
登場に対する対応が求められるようになる。
地方では農村恐慌への対応が求められるよう

http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8830%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC45%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_1998-)
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になる。太平洋戦争期には、都市の町内会・
地方の部落会が市町村の下部行政機関として
の法制化された。 
 第Ⅳ期には戦後改革の一環として地方自治
法が制定され、府県知事・市町村長の公選制
が実現した。また、戦争協力機関とみなされ
た町内会等は禁止され、その機能は他機関で
代替されることになった。人口自然増は都
市・地方の地域差がみられなくなり、人口の
社会的増は戦争で地方に疎開した人口の復帰
等で大都市さらに沖縄で多くなっている。都
市では戦災孤児・戦争未亡人が社会問題とな
り、地方では自作農を創設する農地解放が行
われるものの、専業農家が減少している。こ
のような中、地方自治体への委任事務が増加
し、地方自治体の財政基盤を強化する必要が
あり、1953 年から町村合併が促進された。約
9500あった町村は 1956年には 3500に減少し
た。 
第Ⅴ期の人口自然増は大都市圏（東京・神

奈川・埼玉・千葉；愛知・三重；大阪・兵庫）
で増え、人口の社会増は大都市圏（東京・神
奈川・埼玉・千葉；愛知；大阪・奈良）で多
かった。地方では都市地域の拡大に伴い郊外
での非農業者との混在化が進み、農業集落と
なる。兼業農家数がピークとなり減少に転ず
る。若年層が都市圏に大量に流出した。都市
では、大都市圏の成立・専業主婦の増加がみ
られた。また、戦前は町単位で組織化されて
いた町内会が、住宅の増加で町単位では大き
くなりすぎ、複数の商店街が生まれ生活圏が
分かれていく中で、自治会が生まれてきた。 
第Ⅵ期の人口自然増は大都市圏の周辺（埼

玉・千葉・神奈川；愛知）と沖縄で高く、人
口の社会増は大都市圏の周辺（茨城・埼玉・
千葉；滋賀・奈良）で多い。地方では過疎地
域の活性化が課題となり、都市では サービ
ス業に従事する女性が増加している。 
第Ⅶ期の人口の自然増は全国的に停滞し、

人口の社会増は東京だけであり、人口移動が
減少し、東京にだけ集中している。地方では
限界集落（65 歳以上人口比率が 50%以上で、
共同体の機能維持が限界に達している状態に
ある集落）という概念が生まれた。都市では
単身無職高齢世帯が増加している。 

 
(3) 家族に関する主要因 
 家族に関する主要因は、「家族制度の変
化」：壬申戸籍（戸）・民法制定（戸主・家督
相続）[Ⅰ期]、民法改正（婚姻の自由・均分
相続）[Ⅳ期]、「教育水準の変化」：義務教育
の一般化（男[Ⅰ期]、女[Ⅱ期]）、中等教育の
一般化[Ⅳ期]、高等教育の拡大（男[Ⅴ期]、
女[Ⅶ期]）、「就業構造の変化」：第 2次・第 3
次産業就業者の増加[Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期]、第
1 次産業就業者の減少[Ⅳ期・Ⅴ期]、第 2 次
産業就業者の減少[Ⅶ期]、「世帯規模の縮

小」：8人以上世帯数のピーク[Ⅳ期]、6～7人
世帯数のピーク[Ⅴ期]、4 人世帯数のピーク
[Ⅵ期]、「家族類型の変化」：戸・家[Ⅰ期]、
世帯概念の登場（親族以外の同居者の増加）
[Ⅱ期]、夫婦と子の世帯の増加[Ⅳ期]、夫婦
のみ世帯・片親と子の世帯の・単身世帯の増
加[Ⅵ期・Ⅶ期]である。 
第Ⅰ期の家族は、それまでの政治権力と直

接的な関係性はなかった状態から、明治 4 年
4 月に制定された戸籍法により戸主を中心に
戸主との続柄において国家に把握されるよう
になり、国家の基礎単位となった。学制、徴
兵令、地租改正などを通じて、親族共同体、
地域共同体等の社会集団の網の目の中にあっ
た家族は漸次自律性を高めるようになった。
また、旧武士家族は廃藩置県、秩禄処分によ
り家業・家産を失い、生産労働から切り離さ
れた家族となり、さらに、個人の土地所有を
可能とする土地制度改革により農民家族の存
在基盤である家産としての土地の機能が弱ま
り、家族は社会集団から自律化していった。
一方で、1898 年に制定された旧民法の家族法
は、家父長的原理に支えられた家族と、これ
を包む本分家関係に繋がれた親族集団との二
重構造をもっていた。 
第Ⅱ期の家族は、男子だけでなく女子の義

務教育が普及し、製糸・紡績業や商家・上級
農家への奉公人・女中など第 2 次・第 3 次産
業に従事するものが増えていった。また、親
族でない同居者がいる生活共同体を表す言葉
として「世帯」という概念が生まれた。 
第Ⅲ期でも第Ⅱ期と同様、第 2 次・第 3 次

産業に従事するものが増え、都市では現業に
従事せず、事務・サービス・販売関係業務に
従事する新中間層が増えていった。 
 第Ⅳ期では民法が改正され、家制度・家督
相続制度が廃止され、婚姻の自由・均分相続
制が創設された。また、第 1 次産業従事者数
が減少し始める。多人数世帯（8 人以上）が
ピークを迎え減少し始める。 
 第Ⅴ期では中等教育（高校進学）が男女と
も一般化し、男の高等教育進学率が拡大した。
引き続き第 1 次産業従事者数が減少し、6～7
人世帯がピークを迎え減少し始め、夫婦と子
世帯が増加した。 
 第Ⅵ期では 4 人世帯家族数がピークを迎え
減少に転じた。夫婦のみの世帯・片親と子の
世帯・単身世帯が増加した。 
 第Ⅶ期では女の高等教育進学率が拡大し、
第 2 次産業従事者数がピークを迎え減少しは
じめ第 3 次産業従事者のみが増加している.
引き続き夫婦のみの世帯・片親と子の世帯・
単身世帯が増加している。 
 
(4) その他の要因 
 7 つの時期区分を跨ぐ要因として人口学的
な要因がある。「人口転換」：多産多子[1920

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E6%A5%AD
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年頃まで]、多産少死[1950 年頃まで]、少産
少死[1950 年以降]、「年齢別人口比率の変
化」：年少人口比率の減少の始まり[1955年頃]、
高齢人口比率の増加の始まり[1970年頃]、「合
計特殊出生率の変化」：合計特殊出生率低下の
始まり[1950 年前後]である。 
 1868年～1920年頃まで、日本は多産多子の
段階にあり、人口の自然増が多く、年齢別人
口比率では 15歳未満の比率が全体の 1/3強ま
で上昇した。合計特殊出生率も 4～5と高かっ
たと思われる。 
 1920 年から 1950 年頃まで、日本は多産少
死の段階にあり、出生数が減ったにもかかわ
らず人口は増加した。しかし、15歳未満の年
齢別人口比率は横ばいから低下に向かった。 

 1950年以降現在までは、少産少死の段階に

あると思われる。少産のきっかけを作ったの

は、戦後の経済的窮乏下において、家族計画

の普及が急速に進められたこと、さらには 

1948 年に成立した優生保護法（経済的理由に
よる堕胎を合法化した）による影響があると
思われる。 
 個別制度史ではなく、特定の分野の通史で
もなく、国家の立場のほかに地域、家族の視
点を踏まえた全体的な脈絡の中で現在の状況
を捉えようとした試みであったといえる。 
今回は、7 つの時期の変化の要因の抽出が

主であったが、要因間の関係性については今
後の課題としたい。 
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